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無

光道園 

福井県 

県障害者権利擁護センター 

県障害福祉課 

安全確認 

事実確認 

受付・相談

虐待防止責任者 

監督権限の行使 

・社会福祉法、虐待防止法 

障害者総合支援法規定に

よる報告徴収 

・措置命令 等 

 

相談・報告

通報・相談受付の連絡

倫理委員会 

苦情解決対応 

 

事実確認の有無 

市町村 

障害者虐待防止センター 

通報・届出・相談
対応方針の協議 

緊急性の判断・当面の方針 

監督権限の行使 

・施設等からの報告聴取 

・立入調査 

・業者監督等 

監督権限の行使

職員による不適切な対

応 

第三者委員 

報告

申し出人 

（利用者・発見者・第三者） 

申し出人 
受付 

通知

確認

有
理事会

報告 

 事実関係(有の場合) 

検証・改善、再発防止策の検討、実地 申し出人 
報告

虐待内容の結果の公表 

終 結 

通報・届出・相談

監督権限の行使


